
多摩市総合オンブズマン苦情等調査協力に関する協定書 

 

多摩市を甲、健康福祉サービス（以下「サービス」という。）を契約等に基づき提供する民

間福祉事業者を乙とし、甲と乙は多摩市総合オンブズマン条例（平成 21 年多摩市条例第 47

号）の趣旨に基づき、多摩市総合オンブズマン（以下「オンブズマン」という。）苦情等調査

協力に関する協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、乙の提供するサービスを利用する者（市外に居

住する者を含む。以下「利用者」という。）の当該サービスに対する苦情又はオンブズマン

が自己発意に基づき取り上げた事案（以下「苦情等」という。）を迅速かつ公正に処理する

ことにより、乙のサービスの向上を図り、乙と利用者との間の信頼関係を確立するために

必要な事項を定めることを目的とする。 

（調査に対する協力） 

第２条 乙は、苦情等に関して事実関係を確認するため、オンブズマンが行う聞き取り面談

及び書類確認等の調査（調査方法は、原則としてオンブズマンが訪問し、調査する。）に対

して、迅速かつ誠実に協力するものとする。 

（是正勧告等の尊重及び是正措置の報告） 

第３条 乙は、前条の調査の結果、オンブズマンが是正勧告又は意見表明等を行った場合に

は、その趣旨を尊重し、改善等に努めるものとする。 

２ 乙は、オンブズマンから是正勧告に対する是正等の措置について報告を求められた場合

は、当該報告を求められた日から６０日以内に、オンブズマンに対し、是正等措置報告書

を提出するものとする。 

（情報の公表に対する容認） 

第４条 乙は、甲が年次報告書等により、苦情等の調査結果、是正勧告、意見表明及び是正

等措置報告等の情報を公表することについて、容認するものとする。 

２ 甲は、前項の公表に当たっては、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければな

らない。 

（解約） 

第５条 乙は、甲に申し立てることにより、本協定を解約することができるものとする。 

（補則） 

第６条 本協定に関し、各条項の解釈について疑義を生じたとき又は特別の定めのない事項 

については、第１条の目的を実現するため、甲及び乙の協議により解決を図るものとする。 

 

本協定締結の証として本書２通を作成し、各自１通を保有するものとする。 
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